
○
総
務
省
告
示
第
三
百
二
十
一
号

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
総
理
府
令
第
五
十
五
号
）
第
二
十
八
条
の
六
十
の
四
第
四
項
第
四

号
、
第
三
十
九
条
の
三
第
一
項
第
一
号
並
び
に
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
、
第
二
項
並
び
に
第
四
項
第

一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
の
細
目
を
定
め
る
告
示
（
昭
和
四
十
九
年
自
治
省

告
示
第
九
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
九
月
十
九
日

総
務
大
臣

鈴
木

淳
司

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応

し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ

る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ

に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

（
蓄
電
池
設
備
の
基
準
）

第
六
十
八
条
の
二
の
二

規
則
第
二
十
八
条
の
六
十
の
四
第
二
項
及
び
規
則
第
二
十
八
条
の
六
十
の
四
第
五
項
第

［
新
設
］

四
号
の
告
示
で
定
め
る
基
準
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｃ
八
七
一
五
―
二
「
産
業
用
リ
チ
ウ
ム
二
次
電
池
の
単
電
池

及
び
電
池
シ
ス
テ
ム
―
第
二
部
：
安
全
性
要
求
事
項
」
若
し
く
は
日
本
産
業
規
格
Ｃ
四
四
四
一
「
電
気
エ
ネ
ル

ギ
ー
貯
蔵
シ
ス
テ
ム
―
電
力
シ
ス
テ
ム
に
接
続
さ
れ
る
電
気
エ
ネ
ル
ギ
ー
貯
蔵
シ
ス
テ
ム
の
安
全
要
求
事
項
―

電
気
化
学
的
シ
ス
テ
ム
」
に
適
合
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
出
火
若
し
く
は
類
焼
に
対
す
る
安
全

性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
容
器
の
特
例
）

（
容
器
の
特
例
）

第
六
十
八
条
の
二
の
三

規
則
第
三
十
九
条
の
三
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
容
器

第
六
十
八
条
の
二
の
二

［
同
上
］

は
、
規
則
別
表
第
三
又
は
別
表
第
三
の
二
の
基
準
に
適
合
す
る
容
器
と
安
全
上
同
等
以
上
で
あ
る
と
認
め
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

二
の
二

第
四
類
の
危
険
物
の
う
ち
ア
ル
コ
ー
ル
類
を
収
納
す
る
最
大
容
積
一
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
プ
ラ
ス
チ
ッ

［
新
設
］

ク
フ
ィ
ル
ム
袋

［
三
～
七

略
］

［
三
～
七

同
上
］

（
運
搬
容
器
の
特
例
）

（
運
搬
容
器
の
特
例
）

第
六
十
八
条
の
三

規
則
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
運
搬

第
六
十
八
条
の
三

［
同
上
］

容
器
は
、
規
則
別
表
第
三
又
は
別
表
第
三
の
二
の
基
準
に
適
合
す
る
運
搬
容
器
と
安
全
上
同
等
以
上
で
あ
る
と

認
め
る
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

一
の
二

前
条
第
二
号
の
二
に
掲
げ
る
容
器
を
内
装
容
器
と
し
て
フ
ァ
イ
バ
板
箱
（
不
活
性
の
緩
衝
材
を
詰
め

［
新
設
］

た
も
の
に
限
る
。
）
の
外
装
容
器
に
収
納
し
た
も
の
で
、
第
六
十
八
条
の
五
第
二
項
及
び
第
五
項
に
定
め
る

基
準
に
適
合
す
る
も
の

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

（
機
械
に
よ
り
荷
役
す
る
構
造
を
有
す
る
運
搬
容
器
の
特
例
）

（
機
械
に
よ
り
荷
役
す
る
構
造
を
有
す
る
運
搬
容
器
の
特
例
）

第
六
十
八
条
の
三
の
三

［
略
］

第
六
十
八
条
の
三
の
三

［
同
上
］

２

前
項
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
規
則
第
四
十
三
条
第
一
項
第
二
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
第
四
類
の

２

前
項
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
規
則
第
四
十
三
条
第
一
項
第
二
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
第
四
類
の

危
険
物
の
う
ち
第
三
石
油
類
（
引
火
点
が
百
三
十
度
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
又
は
第
四
石
油
類
を
収
納
す
る

危
険
物
の
う
ち
第
三
石
油
類
（
引
火
点
が
百
三
十
度
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
又
は
第
四
石
油
類
を
収
納
す
る

変
圧
器
、
リ
ア
ク
ト
ル
、
コ
ン
デ
ン
サ
ー
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
電
気
機
械
器
具
（
同
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に

変
圧
器
、
リ
ア
ク
ト
ル
、
コ
ン
デ
ン
サ
ー
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
電
気
機
械
器
具
（
同
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に

定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
金
属
製
、
陶
磁
器
製
又
は
繊
維
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
（
変
圧
器
に
限
る
。
）
の
も

定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
金
属
製
又
は
陶
磁
器
製
の
も
の
に
限
る
。
）
は
、
規
則
別
表
第
三
の
四
の
基
準
及
び

の
に
限
る
。
）
は
、
規
則
別
表
第
三
の
四
の
基
準
及
び
同
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
基
準
に
適
合
す
る
運
搬
容
器
と

同
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
基
準
に
適
合
す
る
運
搬
容
器
と
安
全
上
同
等
以
上
で
あ
る
と
認
め
る
。

安
全
上
同
等
以
上
で
あ
る
と
認
め
る
。

（
専
ら
乗
用
の
用
に
供
す
る
車
両
に
よ
る
運
搬
の
基
準
）

（
専
ら
乗
用
の
用
に
供
す
る
車
両
に
よ
る
運
搬
の
基
準
）

第
六
十
八
条
の
四

［
略
］

第
六
十
八
条
の
四

［
同
上
］

２

規
則
第
四
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
運
搬
容
器
の
構
造
及
び
最
大
容
積
の
基
準
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と

２

［
同
上
］

す
る
。



運
搬
容
器
の
構
造

最
大
容
積
（
単
位
ℓ
）

運
搬
容
器
の
構
造

最
大
容
積
（
単
位
ℓ
）

金
属
製
ド
ラ
ム
（
天
板
固
定
式
の
も
の
）

二
十
二

金
属
製
ド
ラ
ム
（
天
板
固
定
式
の
も
の
）

二
十
二

金
属
製
容
器

二
十
二

金
属
製
容
器

二
十
二

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
容
器
（
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ド
ラ
ム
を
除
く
）

十

備
考

備
考

「
鋼
製
ド
ラ
ム
」
の
構
造
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｚ
一
六
〇
一
「
鋼
製
ド
ラ
ム
（
液
体
用
）
」
の
四
種
Ｈ

一

「
鋼
製
ド
ラ
ム
」
の
構
造
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｚ
一
六
〇
一
「
鋼
製
ド
ラ
ム
（
液
体
用
）
」
の
四
種
Ｈ

級
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
口
金
が
日
本
産
業
規
格
Ｚ
一
六
〇
四
「
鋼
製
ド
ラ
ム
用
口
金
」
又

級
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
口
金
が
日
本
産
業
規
格
Ｚ
一
六
〇
四
「
鋼
製
ド
ラ
ム
用
口
金
」

は
日
本
産
業
規
格
Ｚ
一
六
〇
七
「
金
属
板
製
口
金
（
缶
用
）
」
の
Ａ
型
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

又
は
日
本
産
業
規
格
Ｚ
一
六
〇
七
「
金
属
板
製
口
金
（
缶
用
）
」
の
Ａ
型
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

。
二

「
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
容
器
」
は
、
国
際
海
事
機
関
が
採
択
し
た
危
険
物
の
運
送
に
関
す
る
規
程
に
適
合
し

て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
表
示
（
Ｕ
Ｎ
）
及
び
容
器
記
号
三
Ｈ
一
が
付
さ
れ
て
い
る

も
の
に
限
る
。

（
運
搬
容
器
の
試
験
）

（
運
搬
容
器
の
試
験
）

第
六
十
八
条
の
五

［
略
］

第
六
十
八
条
の
五

［
同
上
］

２

落
下
試
験
及
び
落
下
試
験
に
お
け
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

［
同
上
］

一

落
下
試
験
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

一

［
同
上
］

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

ハ

運
搬
容
器
の
う
ち
、
外
装
容
器
が
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
容
器
で
あ
る
も
の
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
内
容
器
付
き
の

ハ

運
搬
容
器
の
う
ち
、
外
装
容
器
が
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
容
器
で
あ
る
も
の
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
内
容
器
付
き
の

も
の
、
内
装
容
器
が
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
容
器
で
あ
る
も
の
又
は
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
フ
ィ
ル
ム
袋
（
第
六
十
八
条

も
の
又
は
内
装
容
器
が
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
容
器
で
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
運
搬
容
器
及
び
内
容
物
を
マ
イ

の
三
第
一
項
第
一
号
の
二
に
掲
げ
る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
フ
ィ
ル
ム
袋
に
限
る
。
）
で
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は

ナ
ス
十
八
度
以
下
に
冷
却
し
た
状
態
に
お
い
て
試
験
を
実
施
す
る
こ
と
。

、
運
搬
容
器
及
び
内
容
物
を
マ
イ
ナ
ス
十
八
度
以
下
に
冷
却
し
た
状
態
に
お
い
て
試
験
を
実
施
す
る
こ
と

。
［
ニ

略
］

［
ニ

同
上
］

［
二

略
］

［
二

同
上
］

［
３

略
］

［
３

同
上
］

４

内
圧
試
験
及
び
内
圧
試
験
に
お
け
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

４

［
同
上
］

一

内
圧
試
験
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

一

［
同
上
］



［
イ

略
］

［
イ

同
上
］

ロ

運
搬
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
水
圧
力
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
圧
力
（
危
険
等
級
Ⅰ
の
危
険
物
を
収
納
す
る

ロ

運
搬
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
水
圧
力
の
う
ち
い
ず
れ
か
高
い
方
の
圧
力
を
五
分
間
（
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製

も
の
に
あ
つ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
圧
力
と
二
百
五
十
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
の
圧
力
の
う
ち
い
ず
れ
か
高
い

の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
三
十
分
間
）
加
え
て
試
験
を
行
う
こ
と
。

方
の
圧
力
）
を
五
分
間
（
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
三
十
分
間
）
加
え
て
試
験
を
行
う
こ

と
。

⑴

収
納
す
る
危
険
物
の
五
十
五
度
に
お
け
る
ゲ
ー
ジ
圧
力
の
一
・
五
倍
の
圧
力

［
新
設
］

⑵

収
納
す
る
危
険
物
の
五
十
五
度
に
お
け
る
蒸
気
圧
の
一
・
五
倍
の
圧
力
か
ら
百
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
を
減

⑴

収
納
す
る
危
険
物
の
五
十
五
度
に
お
け
る
蒸
気
圧
の
一
・
五
倍
の
圧
力
か
ら
百
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
を
減

じ
た
圧
力
又
は
百
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
の
圧
力
の
う
ち
い
ず
れ
か
高
い
方
の
圧
力

じ
た
圧
力

⑶

収
納
す
る
危
険
物
の
五
十
度
に
お
け
る
蒸
気
圧
の
一
・
七
五
倍
の
圧
力
か
ら
百
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
を
減

⑵

百
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
（
危
険
等
級
Ⅰ
の
危
険
物
を
収
納
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
二
百
五
十
キ
ロ
パ
ス
カ

じ
た
圧
力
又
は
百
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
の
圧
力
の
う
ち
い
ず
れ
か
高
い
方
の
圧
力

ル
）
の
圧
力

［
二

略
］

［
二

同
上
］

［
５

略
］

［
５

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
十
八
条
の
四
の
改
正
規
定
は
、
令
和
六
年
三
月
一
日
か

ら
施
行
す
る
。


